
○

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
投
資
法
人
設
立
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
投
資
法
人
設
立
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
百
八
条

（
略
）

第
百
八
条

（
略
）

２

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

２

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内

げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

設
立
企
画
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
役
員
及
び
設
立
企

一

設
立
企
画
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
役
員
及
び
設
立
企

画
人
と
し
て
の
職
務
を
行
う
使
用
人
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

画
人
と
し
て
の
職
務
を
行
う
使
用
人
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
設

）
及
び
設
立
時
執
行
役
員
（
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
執

立
時
執
行
役
員
（
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
執
行
役
員
を

行
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
設
立

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
設
立
企
画
人
又

企
画
人
又
は
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
が
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内

は
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
が
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
に
居
住
し

に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

て
い
る
場
合
に
は
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在

二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
二
百
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
、

を
い
う
。
第
二
百
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
、
特
別
永
住

特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
二
百
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
二
百
十
五
条
第
四

五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
）
若
し
く
は

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
）
若
し
く
は
登
記
事
項

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

一
の
二

設
立
企
画
人
及
び
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を

（
新
設
）

1



当
該
設
立
企
画
人
及
び
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
の
氏
名
に
併
せ
て
前
条

の
投
資
法
人
設
立
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
設
立
企
画
人
及
び
設
立
時
執
行
役
員
の
候
補
者
の
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

（
投
資
法
人
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
投
資
法
人
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
十
五
条

法
第
百
八
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
百
十
五
条

法
第
百
八
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、

申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

執
行
役
員
及
び
監
督
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
執
行
役
員
及
び

（
新
設
）

監
督
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
記

載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
執
行
役
員
及
び
監
督

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏

名
を
証
す
る
書
面

五
～
十
四

（
略
）

五
～
十
四

（
略
）

（
登
録
事
項
変
更
の
届
出
）

（
登
録
事
項
変
更
の
届
出
）

第
二
百
十
九
条

登
録
投
資
法
人
は
、
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
百
十
九
条

登
録
投
資
法
人
は
、
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な

2



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
執
行
役
員
又

三

執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
執
行
役
員
又

は
監
督
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

は
監
督
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
二
百
十
五
条
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
面

イ

第
二
百
十
五
条
第
四
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

（
新
設
）

ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成

（
新
設
）

し
た
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
面
（
第

二
百
十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
限
る
。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第２号（第107条関係） 

（日本工業規格Ａ４）  

（略） 

 

（第２面）  

１．～３． （略） 

 （記載上の注意） 

  １．婚姻により氏を改めた設立企画人及び設立時執行役員の候補者においては、婚姻前の氏名

を（ ）書きで氏名に併せて記載することができる。 

２．オープン・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをするものをいい、ク

ローズド・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをしないものをいう。 

 

別紙様式第２号（第107条関係） 

（日本工業規格Ａ４）  

（略） 

  

（第２面）  

１．～３． （略） 

 （記載上の注意） 

オープン・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをするものをいい、クロー

ズド・エンド型とは、投資主の請求により投資口の払戻しをしないものをいう。 
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改正案 現行 

別紙様式第９号（第213条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 
 

（第４面） 
３．執行役員、監督役員及び会計監査人 
(1) 執行役員及び監督役員 
（表略） 

(2) 会計監査人 
（表略） 
（記載上の注意） 
１． （略） 
２．婚姻により氏を改めた執行役員、監督役員及び会計監査人においては、婚姻前の氏名
を「氏名」欄に（ ）書きで併せて記載することができる。 

３．執行役員、監督役員及び会計監査人について記載しきれないときは、この様式の例に
より作成した書面に記載して、その書面を第４面の次に添付すること。 

 
（以下略） 

 

別紙様式第９号（第213条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 
 

（第４面） 
３．執行役員、監督役員及び会計監査人 
(1) 執行役員及び監督役員 

（表略） 
(2) 会計監査人 
（表略） 
（記載上の注意） 
１． （略）  
（新設） 
 
２．執行役員、監督役員及び会計監査人について記載しきれないときは、この様式の例に
より作成した書面に記載して、その書面を第４面の次に添付すること。 

 
（以下略） 
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